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根拠法令・個別計画
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総合計画

分野別計画

予算区分
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市民病院を充実します
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保健・福祉
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～

保健センター　

予防係
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平成３０年度以降

地域医療

◆２５年度実施内容

・平日の夜間、休日の昼夜における二次医療体制として、小牧市の小牧第一病院、春日井

市の春日井市民病院が、診療を毎日交代で実施しており、小牧市は第一病院に対し、補助

金を交付した。

・市費補助金の申請書、実績報告書の受理、支払事務を行った。

◆２５年度直接経費の内訳

　病院郡輪番制病院運営費補助金（15,558千円）

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

平日の夜間もしくは休日の昼夜の入院を要する急病患者へ二次救急医療を提供し、生命の

安心・安全を確保する。
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○平成26年度実施内容

・二次医療機能運営事業については、平成25年度と同様に実施する。

◆２６年度直接経費の内訳

　病院郡輪番制病院運営費補助金（15,700千円）
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事業実施におけ

る課題

平日の夜間もしくは休日の昼夜の入院を要する急病患者へ対応するため、病床を確

保し、二次救急医療を実施しているが、適切な利用につなげるため、周知が必要であ

る。
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事業の

達成状況

平日の夜間もしくは休日の昼夜の入院を要する急病患者へ二次救急医療を提供し

た。
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容容容容

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）
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事業の改善・見
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２７年度以降

の改善案

二次救急医療に対する周知を図るとともに、市民病院、休日急病診療所等との状況

に応じた医療連携を行っていくこととする。
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果果果果

平日の夜間もしくは休日の昼夜の入院を要する急病患者へ対応する、二次救急医療

が必要であるため。

判定理由

小牧市においては、小牧第一病院、春日井市においては春日井市民病院が、診療を

毎日交代で実施している、平日の夜間もしくは休日の昼夜の診療がなくなり、入院を

要する急病に対応する二次医療に対応できなくなる。

維　持

平日の夜間もしくは休日の昼夜の入院を要する急病患者へ対応する、二次救急医療

が必要であるため適切な利用につなげるために周知を図ることとする。
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一次評価のとおり。


